
業務仕様書 

１  業務名 

札幌市口座振替申込インターネット受付サービス導入・運用業務 

２  本仕様書の目的 

本仕様書は、札幌市が委託する口座振替申込インターネット受付サービス導入・

運用業務に係る業務の範囲及び条件等を定めたものである。 

３  委託業務の内容 

 口座振替申込インターネット受付サービスの初期構築 

受託者は、口座振替の申込者（以下、「申込者」という。）がパソコンやスマ

ートフォン等により、インターネット上で受託者の申込受付サイトを介し、口座

振替の申込みから対象金融機関への登録依頼までの一連の作業を完了させるサー

ビス（以下、「口座振替申込インターネット受付サービス」という。）を運用す

るための準備を行う。 

なお、当該準備には次のものを含む。 

ア 利用規約の表示画面や、申込者の基本情報、対象徴収金の情報及び口座情報

等の入力画面を構築する。 

イ 口座情報等を対象金融機関及び本市へ正常に引き継ぐためのシステム上の通

信接続試験等を行う。 

ウ システム環境の整備等については、受託者がこれを実施し、必要な経費を負

担する。 

 口座振替申込インターネット受付サービスの運用 

ア 受託者は、申込者から申込受付サイトを介した口座振替の申込みがあった際

に、即時に対象金融機関へ申込者の口座情報の照会及び登録依頼（以下、「照

会等」という。）を行う。 

イ 受託者は、対象金融機関への口座情報の照会等が完了した後、申込者に対し

て、口座振替登録結果を即時にメール等により通知する。 

ウ 受託者は、対象金融機関への口座情報の照会等が完了した後、取扱徴収金ご

とに、口座振替登録結果の一覧表（ＣＳＶファイル及び登録結果１件ごとの帳

票 （ＰＤＦファイル））を作成し、翌日までに本市に還元する。 

４  契約期間 

契約締結日から令和10年３月31日まで。 



５  サービスの概要 

 サービス導入時期（予定） 

  令和５年10月 

 対応するチャネル 

パソコン、スマートフォン、タブレット端末 

 対応する金融機関 

本市の指定代理機関及び収納代理金融機関のうち、地方銀行、第二地方銀行及

び信用金庫 

  ※ 金融機関については、今後増減することがある。 

  ※ 金融機関の合併や名称変更等がある場合は、本市と調整の上、随時対応する

こと。 

※ 令和５年度中にゆうちょ銀行及び信用組合（本市の収納代理金融機関のみ）

を追加することとしており、当該追加に伴う必要な経費を入札額に計上するこ

と。 

 サービス提供日時 

２４時間３６５日（金融機関のシステムメンテナンス等の実施期間を除く。） 

なお、システムメンテナンス等を実施する際は、受託者は本市に対して事前に

連絡すること。 

 取扱徴収金及び申込件数（見込）等 

別表のとおり。 

 入力画面 

取扱徴収金ごとに作成し、取扱徴収金ごとに入力項目の制御ができること。 

 各徴収金共通項目 

①口座名義人氏名（漢字） 

②口座名義人氏名（カナ） 

③口座名義人生年月日 

④口座名義人郵便番号 

⑤口座名義人住所（番地） 

⑥口座名義人住所（アパート・マンション名） 

⑦口座名義人電話番号 

⑧口座名義人携帯番号 

⑨口座名義人メールアドレス 

⑩口座名義人メールアドレス（再入力） 

⑪口座名義人と納税義務者（又は納付義務者）の関係 

※ 口座名義人が納税義務者（又は納付義務者）本人でない場合には、①～⑩

の「口座名義人」を「納税義務者（又は納付義務者）」に置き換えた入力項



目を表示するなどして、納税義務者（又は納付義務者）を特定できるように

すること。 

※ 記載内容は参考であり、仕様ではないことに留意する。なお、項目は初期

構築中に増減する可能性があり、最終的な入力項目は、本市と協議するこ

と。 

 口座情報の認証方法 

株式会社ＮＴＴデータが提供するネット口振受付ＧＷサービスに準拠するこ

と。 

 口座振替登録結果の還元方法 

受託者は、口座振替登録結果の還元専用サイトにログインするためのＩＤ及び

パスワードを、前記 の取扱徴収金ごとに事前に付与する。 

本市は、当該ＩＤ及びパスワードを用いて還元専用サイトにログインし、口座

振替登録結果をダウンロードする。 

なお、受託者はログインやダウンロードなどの処理に係るログを保持し、本市

の要求があれば処理に使用されたＩＤ及びパスワード等を特定し、本市に提供で

きるようにすること。 

 障害対応 

ア サーバ等重要な機器を堅牢なデータセンターに設置し、冗長化（二重化等）

するなど、大規模災害などに対しても信頼性の高いシステムを導入し、障害発

生時に早急な復旧が可能な状態にすること。 

イ システム障害等によりサービス（前記 の口座振替登録結果の還元を含

む。）が利用できない事象が生じた場合、受託者は、直ちに本市に報告すると

ともに、復旧に向けた対応を行うこと。 

ウ 復旧対応中は対応経過を随時報告すること。 

エ 復旧後、サービスの利用が可能となった際には、直ちに本市に報告するこ

と。また、障害等の原因及び影響を調査し、再発防止策を講じるとともに、そ

の結果を速やかに本市に報告すること。 

 情報セキュリティ対策 

ア 受託者は、札幌市情報セキュリティポリシー及び「札幌市口座振替申込イン

ターネット受付サービス情報セキュリティ実施手順（仮称）」を遵守するこ

と。本市情報セキュリティポリシー及び「札幌市口座振替申込インターネット

受付サービス情報セキュリティ実施手順（仮称）」は契約締結後に提示する。  

イ 受託者は、情報セキュリティ管理について国際規格の認証を取得するなどの

個人情報の取扱いについて適切な保護措置を講じるとともに、取り扱う情報の

適切な保護対策を実施するための指針を定めること。  

ウ サービスの機密性、完全性、可用性を確保するため、以下のセキュリティ対



策を実施すること。 

 ・個人情報を含むデータの送受信はＬＧＷＡＮ回線を用いる 

・通信経路上でのＳＳＬでの暗号化 

・ウイルス対策ソフトの導入及びパターンファイルの定期的な更新並びにセキ

ュリティパッチの定期的な適用などによる不正プログラム対策 

・可搬記録媒体（ＵＳＢメモリ等）の使用制限などによる個人情報等の持ち出

し対策 

・ＩＤ、パスワード等によるユーザ認証、侵入防止システムの導入等による２

４時間監視、サーバ等重要な機器の設置場所への立ち入り制限などによる不

正アクセス対策 

・その他、必要なセキュリティ対策 

エ 前記ア～ウの情報セキュリティ対策を満たしていないと思われる場合、本市

が検査及び是正の要求を行うことができること。 

オ 万が一、情報セキュリティ事故が発生した場合には、直ちに本市へ報告する

とともに、原因及び影響の調査を行い、調査経過及び結果について随時報告す

ること。

 その他 

対象金融機関、取扱徴収金及び入力項目などの追加及び編集等が容易にできる

ようにすること。 

６ 委託料の支払い

本市は、業務の対価として、本契約で別途定める委託料を、受託者からの請求に

基づき支払うこととする。

７ 報告及び検査

 本市は、必要があると認めるときは、受託者に対して、業務履行状況その他必

要な事項について報告を求めることができる。

 本市は、必要があると認めるときは、受託者に対して、本業務に係る関係書類

の提出を求め、検査を行うことができる。

 本市は、上記の報告及び検査により受託者の業務履行が不適当と認めたとき

は、その是正を求めることができるものとし、受託者は、本市から是正を求めら

れたときは、誠意をもってこれに対処し、書面によりその処理結果を本市に報告

するものとする。

 本市は、必要があると認めるときは、受託者に対し、財務諸表等により、経営

状況の報告を求めることができる。



８  守秘義務の遵守及び個人情報の管理等 

受託者は、本業務の遂行に当たり、個人情報を取り扱う際には、別記「個人情報

の取扱いに関する特記事項」を遵守するものとする。また、業務の過程で知り得た

秘密を第三者に漏らしてはならない。 

９ 事務の引継ぎ 

受託者は、本契約の契約期間が満了したとき、又は本契約が解除されたときは、

直ちに口座振替申込インターネット受付サービス上に登録されているデータ（口座

振替申込の受付履歴等）を本市に引き継ぐものとする。 

10  第三者へ業務の一部を再委託する場合 

本業務の遂行にあたり、業務を第三者に再委託する必要がある場合には、本市に

事前に承認を申し出ることとし、本市がそれを認めた場合には、再委託することが

できる。なお、その場合には、再委託した業務について、再委託した第三者に対し

ても本仕様書に定める事項が及ぶものとし、受託者は、この契約に定める内容を当

該第三者に遵守させなければならない。また、その場合においても、受託者は、本

契約に定める全ての業務及び責任について免れないものとする。 

11  権利の譲渡等の禁止 

本市及び受託者は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、この契約上の地

位及びこの契約によって生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又

は担保に供してはならない。 

12 仕様書の変更等 

本市及び受託者において、本契約業務の内容及び処理方法等を変更する必要が生

じたときは、事前に本市及び受託者で協議し、書面によりこれを定めるものとす

る。 

13 その他 

  本仕様書に定めのない事項については、本市及び受託者が協議の上決定するもの

とする。 



別表 

取扱徴収金及び申込件数（見込） 

 市・道民税（普通徴収分） 

固定資産税・都市計画税（土地家屋分）

固定資産税（償却資産分） 

学校給食費 

令和５年度 2,400 件 4,400 件

令和６年度 14,400 件 5,600 件

令和７年度 14,400 件 5,600 件

令和８年度 14,400 件 5,600 件

令和９年度 13,400 件 5,600 件
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【別紙１】 

個人情報取扱安全管理基準 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

  個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。 

  また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順

等が定められていること。 

 (1) 組織的安全管理措置 

 (2) 人的安全管理措置 

 (3) 物理的安全管理措置 

 (4) 技術的安全管理措置 

 ※ 上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ 

（https://www.ppc.go.jp）に掲載されている「個人情報の保護に関する法律につい

ての事務対応ガイド（行政機関等向け）」の「４－３－１」の「安全管理措置（法第

６６条）」を御確認ください。 

２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本

方針、規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。 

３ 従業者の指定、教育及び監督 

 (1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。 

 (2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。 

 (3) 個人情報の取扱い、情報システムの運用・管理・セキュリティ対策及びサイバー

セキュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施してい

ること。また、個人情報を取り扱う従業者は、必ず１回以上研修等を受講している

者としていること。 

 (4) 総括保護管理者及び保護管理者は、従業者に対して必要かつ適切な監督を行うこ

と。 
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４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

 (1) 個人情報を取り扱う管理区域を明確にし、当該区域に壁又は間仕切り等を設置す

ること。 

  【管理区域の例】 

  ・ サーバ等の重要な情報システムを管理する区域 

  ・ 個人情報を保管する区域 

  ・ その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域 

 (2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。 

   また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化

及び部外者が入室する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入

退室の記録を保管していること。 

 (3) (1)で設定した管理区域について入室に係る認証機能を設定し、パスワード等の

管理に関する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置

を講ずること。 

 (4) 外部からの不正な侵入に備え、施錠装置、警報措置及び監視装置の設置等の措置

を講ずること。 

 (5) 管理区域では、許可された電子媒体又は機器等以外のものについて使用の制限等

の必要な措置を講ずること。 

５ セキュリティ強化のための管理策 

  情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を

防止するため以下の対策を実施していること。 

 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等は、他のコンピュータと接続しない単

独による設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インター

ネット及び当該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネット

ワークに接続していないこと。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。 

 (2) 個人情報の取扱いにおいてサーバを使用している場合は、当該業務を実施する施

設内に設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定める

こと。さらに、部外者のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講

ずること。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。 
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 (3) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等は、アクセス権等を設定し、使

用できる従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者

の利用状況を記録し、保管していること。 

 (4) 記録機能を有する機器の電子計算機等への接続制限について必要な措置を講ずる

こと。 

 (5) 本市が貸与する文書、電子媒体及び業務にて作成した電子データを取り扱う従業

者を定めること。 

 (6) 業務にて作成した電子データを保存するときは、暗号化又はパスワードにより秘

匿すること。また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するととも

にアクセスログ等から従業者の利用状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管

していること。 

 (7) 本市が貸与する文書及び電子媒体は、施錠できる耐火金庫及び耐火キャビネット

等にて保管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。 

 (8) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、従業者が正当なアクセス権を

有する者であることをユーザ ID、パスワード、磁気・IC カード又は生体情報等のい

ずれかにより識別し、認証していること。 

 (9) 個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機は、セキュリティ対策ソフトウェ

ア等（ウィルス対策ソフトウェア等）を導入していること。 

 (10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成しているこ

と。また、削除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。 

 (11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデー

タ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用す

ること。 

 (12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。 

６ 事件・事故における報告連絡体制 

 (1) 従業者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の管理者への報

告連絡体制を整備していること。 

 (2) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から

管理者等への報告連絡体制を整備していること。 
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 (3) 情報の漏えい、滅失又は毀損等事案が発生した際の本市及び関連団体への報告連

絡体制を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策

の検討並びに決定等に係る体制及び手順等を整備していること。 

７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 

  本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持

ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる

保護、追跡可能な移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮して

いること。 

８ 関係法令の遵守 

  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。 

９ 定期監査の実施 

  個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査

及び外部監査を実施すること。 

１０ 個人情報取扱状況報告書の提出 

  本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面

提出時において、本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。 

１１ 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）又はプライバシ

ーマーク等の規格認証 

  ISMS（国際標準規格 ISO/IEC27001:2013、日本工業規格 JISQ27001:2014）、プライバ

シーマーク（日本工業規格 JISQ15001:2006）等の規格認証を受けていること。 
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【別記】 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個

人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法

律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、

「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特

記事項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 （管理体制の整備） 

第２条 受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。

以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持し

なければならない。 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該

書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告

しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を

定めなければならない。 

３ 受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その

承認を得なければならない。 

４ 受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければな

らない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなけれ

ばならない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければなら

ない。 
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 （取扱区域の特定） 

第４条 受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務

の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承

認を得なければならない。 

３ 受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場

所から持ち出してはならない。 

 （教育の実施） 

第５条 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項

における従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び

研修を、従業者全員に対して実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制

を確立しなければならない。 

 （守秘義務） 

第６条 受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者

に漏らしてはならない。 

２ 受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個

人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とす

る。 

４ 受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関す

る誓約書を提出させなければならない。 

 （再委託） 

第７条 受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者

へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。 

２ 受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により

承諾を得なければならない。 
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３ 受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合

には、委託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 再委託先の名称 

 (2) 再委託する理由 

 (3) 再委託して処理する内容 

 (4) 再委託先において取り扱う情報 

 (5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 再委託先に対する管理及び監督の方法 

４ 受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が

委託者指定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式

をいう。）に必要事項を記載した書類を添付するものとする。 

５ 委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対し

て本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全て

の行為及びその結果について責任を負うものとする。 

６ 委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う

業務の再委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先

に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

７ 前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督すると

ともに、委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならな

い。 

 （複写、複製の禁止） 

第８条 受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情

報が記録された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはなら

ない。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第９条 受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者

に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなけ

ればならない。 
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２ 受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果につい

て責任を負うものとする。 

 （個人情報の管理） 

第１０条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事

務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めると

ころにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化

し、取扱規程等を策定すること。 

 (2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情

報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し

を行うこと。 

 (3) 従業者の監督・教育を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体

等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の

廃棄を行うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び

情報漏えい等の防止を行うこと。 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第１１条 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務

以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 （受渡し） 

第１２条 受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託

者が指定した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、

受託者に対して個人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受

渡し確認を行うものとする。 
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 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１３条 受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情

報について、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。 

２ 受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事

前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処

理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、

これに応じなければならない。 

４ 受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録

された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必

要な措置を講じなければならない。 

５ 受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、

担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１４条 受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた

場合は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなけ

ればならない。 

 （監査及び調査） 

第１５条 委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に

基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委

託者に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。 

２ 委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委

託等業務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 （事故時の対応） 

第１６条 受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法

違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰

責の有無にかかわらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、
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件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなけれ

ばならない。 

２ 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係

者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実

施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要

に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 （契約解除） 

第１７条 委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に

関連する委託等業務の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託

者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 （損害賠償） 

第１８条 受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないこ

とによって委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、そ

の損害を賠償しなければならない。 

（注）委託事務の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項を省略する

こととする。 



1 

【様式１】 

個人情報取扱安全管理基準適合申出書 

年  月  日   

（申請者）               

貴市の個人情報取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ま

す。 

記 

●個人情報取扱安全管理基準及び確認事項 

※ 本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場

合は、実地の監査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。 

１ 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

  貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入

ください。併せて、当該規程をご提出ください。 

２ 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

  個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記載した書類をご提出

ください。上記１により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、

付箋等で該当箇所をご教示願います。 

３ 従業者の指定、教育及び監督 

 (1) 当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。 

 (2) 従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。 

 (3) 従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。  
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４ 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

  設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設

置している場合、■とチェックしてください。また、個人情報を黒塗りにした各管理

区域の入退室記録を提出してください。 

 ・管理区域の名称                              

   入退室の認証方法                            

   入退室記録の保存期間                          

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

 ・管理区域の名称                              

   入退室の認証方法                            

   入退室記録の保存期間                          

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

 ・管理区域の名称                              

   入退室の認証方法                            

   入退室記録の保存期間                          

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

 ・管理区域の名称                              
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   入退室の認証方法                            

   入退室記録の保存期間                          

   □ 施錠装置 □ 警報装置 □ 監視装置 □ その他（        ） 

   持込可能な電子媒体及び機器                       

５ セキュリティ強化のための管理策 

  セキュリティ強化の詳細についてご記入ください。貴社のセキュリティが各項目の

内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。 

 (1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティについて 

  □ 他のネットワークと接続していない。 

  □ 従業者にアクセス権限を設定している。 

     従業者の利用記録の保存期間（                   ） 

  □ 記録機能を有する機器の接続制御を実施している。 

     接続制御の方法（                         ） 

  □ 従業者の認証方法（                         ） 

  □ セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。 

   ※個人情報を黒塗りにした従業者の利用記録を提出してください。 

 (2) 文書、電子媒体の取扱いについて 

  □ 取り扱うことができる従業者を定めている。 

  □ 文書、電子媒体の持ち出しを記録している。 

     当該記録の保存期間（                       ） 

  □ 文書、電子媒体等について施錠できる耐火金庫等に保管している。 

   ※個人情報を黒塗りにした文書、電子媒体の持ち出し記録を提出してください。 

 (3) 業務にて作成した電子データの取扱いについて 

  □ 取り扱うことができる従業者を定めている。 

  □ 電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。 

  □ 電子データの利用状況について記録している。 

  □ 作成した電子データの削除記録を作成している。 

   ※個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録を提出して

ください。 
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６ 事件・事故における報告連絡体制 

  個人情報取扱安全管理基準の「６ 事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)

までの内容を満たしていることが分かる書類を提出してください。上記１にて提出し

た基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願

います。 

７ 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 

  情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体

制が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、

その他の対策を実施している場合は、対策をご記入ください。 

  □ 情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。 

  □ 上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。 

   ※対策を以下にご記入ください。 

８ 関係法令の遵守 

  個人情報の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入ください。 

９ 定期監査の実施 

  貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状

況が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、

各監査の実施状況が分かる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリテ

ィマネジメントシステム等の認証を受ける際の審査を外部監査として取り扱っても問

題ございません。その場合は、各種申請の認証通知を監査の実施状況の書類といたし

ます。 

  □ 内部監査を実施している。 

  □ 外部監査を実施している。 
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１０ 情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）、プライバ

シーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記入

ください。 

  また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。 

 取得しているセキュリティ関連の認証（ＩＳＭＳ・プライバシーマーク等） 

  名称                                    

  認証年月日            最終更新年月日              

  名称                                    

  認証年月日            最終更新年月日              

  名称                                    

  認証年月日            最終更新年月日              
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【様式３】 

個人情報取扱安全管理基準適合評価書 

１ 評価対象に関する事項 

 (1) 会社名： 

 (2) 従業者数（※）： 

 (3) 昨年度の評価： 

  ※ 個人情報の取扱いに従事する従業者数 

２ 令和  年度個人情報取扱安全管理基準に対する評価 

 (1) 評価： 

 (2) 評価に至った理由 

３ 各項目について 

(1) 個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定 

（確認事項） 

(2) 個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置 

（確認事項） 

(3) 従業者の教育及び監督 

（確認事項） 

(4) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施 

（確認事項） 

(5) セキュリティ強化のための管理策 

 ア 個人情報の取扱いに使用する電子計算機等のセキュリティについて 

（確認事項） 

 イ 文書、電子媒体の取扱いについて 

（確認事項） 
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 ウ 業務にて作成した電子データの取扱いについて 

（確認事項） 

(6) 事件・事故における報告連絡体制 

（確認事項） 

(7) 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制 

（確認事項） 

(8) 関係法令の遵守 

（確認事項） 

(9) 定期監査の実施 

（確認事項） 

(10)情報セキュリティマネジメントシステム、プライバシーマーク等の規格認証 

（確認事項） 



【様式５】 

個人情報取扱状況報告書 

年  月  日   

  札幌市長        様 

                     住 所 

                     会社名 

                     代表者名              

個人情報取扱安全管理基準及び個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施してい

る安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。 

記 

委託業務名  

受託期間  

対象期間  

安全管理対策の実施状況 

１ 当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実施し

ています。また、個人情報取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変更有無等

について、以下のとおり報告いたします。 

(1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり） 

(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり） 

(3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり） 

(4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり） 

  〇（発生した場合）事件・事故の状況： 

(5) 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり） 

  〇（実績ある場合）概要： 

(6) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり） 

(7) 定期監査の実施（変更なし・変更あり） 

(8) その他個人情報取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり） 

２ その他特記事項等 


